
＜お問合せ先＞
新潟労災病院 治療就労両⽴⽀援部
受 付：⽉〜⾦曜⽇（8時15分〜17時）
電 話：025-543-3123

（厚⽣労働省・産業保健活動総合⽀援事業）

がん等の患者（労働者）とその家族の皆さまへ
治療を続けながら安⼼して働くためには事業場や病院との連携が必要不可⽋です。新潟労災病院では
新潟産業保健総合⽀援センターと連携して、両⽴⽀援促進員が、患者（労働者）・病院・事業場の3
者の間に⼊ってスムーズな情報のやりとり・共有を図り、治療と職業⽣活の両⽴を⽀援します。
治療と職業⽣活の両⽴は、患者である労働者本⼈からの申出がなされたことを端緒に取り組むことが
基本となります。ぜひご相談ください。

治療と職業⽣活の

両 ⽴ を ⽀ 援 し ま す

連携

就労継続や職場復帰に
関する個別調整⽀援

相談対応

相談から個別調整まで

すべて無料です。

【両⽴⽀援促進員】


